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法人文書分類基準表（第８条関係）第１号様式

大 分 類 中 分 類 小 分 類 法人文書ファイル名 保 存 期 間

法人文書ファイル管理簿（第８条関係）第２号様式

大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成時における文書管理者

作成又は取得時期 保存期間 保存期間満了時期 媒体の種別 保存場所

文書管理者 保存期間満了時の措置 保存期間の起算日 備 考

規程番号簿（第８条関係）第３号様式

規程番号 決裁年月日 起案番号 施行年月日 件 名 備 考



達番号簿（第８条関係）第４号様式

達 番 号 決裁年月日 起案番号 施行年月日 件 名 備 考

起案簿（第８条関係）第５号様式

番 号 起案月日 決裁月日 起 案 者 件 名 差出人 宛 名

文書受付簿（第８条関係）第６号様式

受付番号 月 日 記号番号 件 名 差出人 配付先



書留郵便物受付簿（第８条関係）第７号様式

受

受付月日 差出人 宛 名 件 名 受領月日 書留番号 領

印

受付印（第１０条関係）第８号様式

起案用紙（第１６条関係）第９号様式



契印（第２５条関係）第１０号様式

受付印（第４８条関係）第１１号様式

契印（第４８条関係）第１２号様式



法人文書の区分（第３１条関係）別表

第１類文書（３０年）

１ 航海訓練所に関する法律、政令又は省令等の制定、改正又は廃止のための決裁文書

で重要なもの

２ 航海訓練所の設立に関するもの

３ 規程又は達等の制定、改正又は廃止のための決裁文書

４ 訴訟に関するもの

５ 決裁文書の管理を行うための帳簿

６ 法律又はこれに基づく命令により作成すべきものとされる事務及び事業の基本計画

書若しくは年度計画書又はこれらに基づく実績報告書

７ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する帳簿

８ 公印の制定、改正又は廃止を行うための決裁文書

９ 歴史的資料となるべきもの

１０ １から９に掲げるもののほか、理事長がこれらの法人文書と同程度の保存期間が必

要であると認めるもの

第２類文書（１０年）

１ 通知の制定、改正又は廃止のための決裁文書で重要なもの

２ 所管事務上重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

３ 不服申立てに対する裁決又は決定その他の処分を行うための決裁文書

４ 栄典又は表彰を行うための決裁文書

５ 国会関係資料で重要なもの

６ １から５に掲げるもののほか、理事長がこれらの法人文書と同程度の保存期間が必

要であると認めるもの

第３分類（５年）

１ 所管事務に係る意思決定を行うための決裁文書（第２類に掲げるものを除く。）

２ 取得した文書の管理を行うための帳簿又は法人文書の廃棄若しくは移管の状況が記

録された帳簿

３ 報告、届出又は復命に関する文書で重要なもの

４ 業務の実績報告書

５ １から５までに掲げるもののほか、理事長がこれらの法人文書と同程度の保存期間

が必要であると認めるもの

第４分類（３年）

１ 定型的な事務に係る意思決定を行うための決裁文書（第３類に掲げるものを除

く。）

２ 調査又は研究の結果が記録されたもの



３ 所管事務に係る政策の決定又は遂行上参考とした事項が記録されたもの

４ 職員の勤務状況が記録されたもの

５ 国会関係資料（第２類に掲げるものを除く。）

６ １から５に掲げるもののほか、理事長がこれらの法人文書と同程度の保存期間が必

要であると認めるもの

第５分類（１年）

１ 事務処理上の軽易な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

２ 報告、届出又は復命に関する文書（第３類に掲げるものを除く。）

３ １から２に掲げるもののほか、理事長がこれらの法人文書と同程度の保存期間が必

要であると認めるもの

第６類文書（事務処理上必要な１年未満の期間）

第１類から第５類に掲げるもの以外の法人文書
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